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ｂ
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ａ
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ｂ
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ｃ

被
利
用
者
説

ｄ
ｄ

個
別
化
説

ｅ
ｅ

要
約

Ｅ

結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
未
遂

ａ

基
本
犯
が
未
遂
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
未
遂
か
ら
重
い
結
果
が
発
生

し
た
場
合

ｂ

重
い
結
果
が
故
意
に
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
重
い
結
果
は
発
生
し

な
か
っ
た
場
合

３

客
観
的
帰
属

Ａ

行
為
の
帰
属

ａ

経
験
的
行
為
危
険

ｂ

規
範
的
行
為
危
険

Ｂ

結
果
の
帰
属

ａ

経
験
的
結
果
危
険

ｂ

規
範
的
結
果
危
険

ｃ

仮
定
的
適
法
代
替
行
為

四

違
法
性

五

責
任

（
以
上
本
号
）

北研48(1・ )108 108



Ｄ

間
接
正
犯

間
接
正
犯
と
し
て
、
利
用
者
が
他
人
（
被
利
用
者
）
を
道
具
の
よ
う
に
利
用
し
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
場
合
、
例

え
ば
、
医
師
が
事
情
を
知
ら
な
い
看
護
師
を
使
っ
て
、
毒
薬
入
り
の
注
射
を
患
者
に
打
っ
て
毒
殺
す
る
よ
う
な
場
合
、
如
何
な
る
時
点
に

実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

ａ

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
説

ａ
ａ

厳
格
説（
全
体
解
決
説
）

間
接
正
犯
の
未
遂
は
、
媒
介
者
が
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
接
着
行
為
を
し
た
と
き
に
初
め
て
成
立

す
る
と
い
う
説
。
そ
の
主
た
る
理
由
と
し
て
、
間
接
正
犯
で
は
、
行
為
者
の
影
響
力
行
使
と
背
後
者
に
帰
属
さ
れ
う
る
媒
介
者
の
行
為
が

規
範
的
に
見
て
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
影
響
力
行
使
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
背
後
者
の
行
為
と
道
具
の
行
為

か
ら
成
る
全
体
所
為
（G

esa
m
tta
t

）
の
発
展
段
階
が
未
遂
の
成
立
時
期
を
決
定
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
解
決
説
と

も
呼
ば
れ
る
。
所
為
媒
介
者
が
予
備
の
段
階
に
あ
る
限
り
、
背
後
者
の
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
五
条
第
一
項
の
間
接
正

犯
規
定
は
「
他
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
し
め
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
者
は
媒
介
者

を
通
し
て
実
行
行
為
を
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
通
常
は
、
間
接
正
犯
者
の
実
行
行
為
が
媒
介
者
の
行
為
よ
り
早
い
と
い
う
こ
と
は
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
上
記
の
設
例
で
は
、
看
護
師
が
注
射
を
開
始
す
る
と
き
に
、
殺
人
の
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

172
）

ろ
う
。

本
説
は
、
共
同
正
犯
の
未
遂
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
「
全
体
解
決
策
」
を
間
接
正
犯
に
転
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
間
接
正

犯
の
独
自
性
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
間
接
正
犯
に
は
「
共
同
の
行
為
」
と
か
「
共
同
の
所
為
決
意
」
と
い
っ
た
も

の
は
な
い
。
全
体
の
事
象
は
媒
介
者
で
は
な
く
、
背
後
者
の
所
為
で
あ
る
。
道
具
の
行
為
も
自
分
の
行
為
の
よ
う
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
、

背
後
者
が
所
為
を
他
人
を
通
し
て
行
な
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
間
接
正
犯
者
の
未
遂
が
媒
介
者
の
行
為
よ
り
も
早
い
段
階
で
成
立
す
る
こ
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と
は
な
い
と
い
う
結
論
が
必
然
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
確
か
に
、
背
後
者
に
媒
介
者
の
行
為
も
帰
属
さ
れ
る
。
し
か
し
、
背
後

者
に
と
っ
て
、
因
果
過
程
と
い
う
点
で
は
、
他
の
因
果
過
程
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
道
具
の
媒
介
し
な
い
因
果
関
係
の
方
が
確
実
に

結
果
を
惹
起
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
間
接
正
犯
者
は
被
害
者
へ
の
攻
撃
を
仕
組
み
、
全
体
事
象
を
「
意
思
支
配
」
に
よ
っ
て
操
縦

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
備
と
未
遂
の
区
別
を
背
後
者
の
行
為
に
よ
っ
て
行
な
う
の
は
当
然
で

173
）

あ
る
。

厳
格
説
の
陣
営
の
中
で
も
、
間
接
正
犯
者
の
表
象
が

174
）

基
準
と
な
る
の
か
、
所
為
媒
介
者
の
表
象
が

175
）

基
準
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
見

解
が
分
か
れ
る
。
間
接
正
犯
者
の
表
象
基
準
説
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
法
文
か
ら
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
間
接
正
犯
者
の
表
象

基
準
が
採
ら
れ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
格
説
の
中
で
は
、
こ
れ
は
機
能
し
な
い
。
背
後
者
は
多
く
の
場
合
、
所
為
媒
介
者

が
如
何
な
る
時
点
に
開
始
す
る
か
を
知
ら
な
い
し
、
知
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
間
接
正
犯
者
の
表
象
な
く
し
て
、
開
始

の
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
法
文
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
又
、
間
接
正
犯
者
の
考
え
が
間
違
っ
て
い
た
と
き
、
例
え
ば
、
間
接

正
犯
は
今
日
し
て
も
ら
え
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
所
為
媒
介
者
は
明
日
す
る
つ
も
り
の
と
き
、
未
遂
の
成
立
時
点
は
所
為
媒
介
者
が
何
時

行
為
を
行
な
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
に

176
）

な
る
。
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
所
為
媒
介
者
の
表
象
基
準
説
が
提
唱
さ

れ
る
が
、
こ
の
説
は
法
文
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
他
人
の
行
為
が
介
在
し
て
い
て
も
、
背
後
者
に
は
自
ら
支
配
す
る
因

果
経
路
が
帰
属
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
背
後
者
に
、
お
よ
そ
自
ら
抱
い
て
い
な
い
表
象
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
説

に
は
、
さ
ら
に
次
の
問
題
も
あ
る
。
事
情
の
知
ら
な
い
所
為
媒
介
者
に
は
、
故
意
が
無
い
た
め
、
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
構
成
要
件
の
実
現

の
た
め
の
実
行
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
為
媒
介
者
に
は
お
よ
そ
構
成
要
件
を
実
現

つ
も
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
間
接
正
犯
者
の
「
優
越
的
認
識
」
に
助
け
を
求
め
て
、
こ
れ
に
よ
り
所
為
媒
介
者
の
「
主
観

的
判
断
基
底
」
を
「
拡
大
」
し
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
、
背
後
者
の
と
こ
ろ
に
の
み
存
在
す
る
認
識
が
所
為
媒
介
者
に
帰
属
さ
れ
る
。
こ
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れ
は
構
成
的
に
不
可
能
な
故
意
の
擬
制
に
帰
着

177
）

す
る
。

ｂ
ｂ

影
響
力
行
使
説（
個
別
解
決
説
）

本
説
は
、
間
接
正
犯
の
未
遂
は
、
間
接
正
犯
者
が
媒
介
者
に
影
響
力
を
行
使
し
始
め
る
と
き

に
す
で
に
成
立
す
る
と
主
張
す
る
。
背
後
者
の
所
為
寄
与
は
所
為
媒
介
者
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
背
後
者
が
こ
の
影
響
力

を
行
使
す
る
か
、
行
使
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
未
遂
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
教
唆
の
未
遂
と
異
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
〇
条
第

一
項
「
他
人
を
し
て
重
罪
を
行
な
う
よ
う
又
は
重
罪
を
教
唆
す
る
よ
う
決
意
さ
せ
る
こ
と
を
企
て
た
者
は
、
重
罪
の
未
遂
に
関
す
る
規
定

に
よ
っ
て
罰
す
る
」）。
間
接
正
犯
と
教
唆
は
、
所
為
を
直
接
に
実
行
す
る
者
の
背
後
に
所
為
誘
引
者
が
い
る
点
で
共
通
だ
か
ら
で
あ
る
。

行
為
者
の
計
画
を
含
め
て
客
観
的
に
考
察
し
て
も
、
こ
の
影
響
力
の
行
使
が
構
成
要
件
実
現
の
た
め
の
直
接
の
開
始
で
あ
る
。
直
接
正
犯

の
場
合
に
、
道
具
の
性
質
（
有
能
か
不
能
か
）
が
未
遂
の
問
題
に
影
響
し
な
い
よ
う
に
、
間
接
正
犯
の
場
合
に
も
、
道
具
の
性
質
（
事
情

を
知
っ
て
い
る
か
否
か
、
行
為
を
意
欲
し
て
い
る
か
否
か
）
は
未
遂
の
時
期
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
本
説
は
、
専
ら
背
後
者
の
行
為
に

着
目
す
る
の
で
、
個
別
解
決
説
と
も
呼
ば
れ
る
。
上
記
の
設
例
で
は
、
医
師
が
看
護
師
に
注
射
器
を
渡
し
た
と
き
に
、
殺
人
の
未
遂
が
成

立
す
る
こ
と
に
な

178
）

ろ
う
。

本
説
は
、
背
後
者
が
事
象
を
ま
だ
掌
中
に
握
っ
て
い
る
場
合
、
例
え
ば
、
媒
介
者
に
被
害
者
の
名
を
ま
だ
告
げ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、

毒
物
を
渡
し
て
い
な
い
場
合
で
も
す
で
に
未
遂
を
認
め
る
点
で
、
未
遂
の
成
立
時
期
が
早
す
ぎ
る
。
本
説
は
、
接
着
性
を
十
分
に
考
慮
し

て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が

179
）

あ
る
。

ｃ
ｃ

修
正
影
響
力
行
使
説

本
説
は
、
間
接
正
犯
の
未
遂
は
媒
介
者
を
「
使
い
に
や
る
」
と
き
に
成
立
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
時
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点
は
間
接
正
犯
者
が
事
象
を
そ
の
影
響
領
域
か
ら
手
放
し
た
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
間
接
正
犯
者
が
「
最
後
の
正
犯
者
行
為
」
を
し
た
と

き
と
一
致
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、「
最
後
の
正
犯
者
行
為
」が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
な
お
例
外
的
に
、
事
象
が
間
接
正
犯
者
の
監
督
の

下
に
あ
る
と
き
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
予
備
に
と
ど
ま
る
。
媒
介
者
が
因
果
経
路
の
進
行
を「
引
き
受
け
」、
背
後
者
が
事
象
の
支
配
を
失

う
と
き
、
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
所
為
媒
介
者
が
間
接
正
犯
者
の
影
響
領
域
か
ら
離
れ
て
も
、
間
接
正
犯
者
は
行
為
支
配
と
い

う
形
で
は
な
く
、
意
思
支
配
と
い
う
形
で
、
間
接
正
犯
の
特
徴
で
あ
る
所
為
支
配
を
維
持
す
る
。
上
記
の
設
例
で
は
、
医
師
が
看
護
師
に

注
射
器
を
渡
し
送
り
出
し
た
と
き
に
、
殺
人
の
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

180
）

ろ
う
。

ｄ
ｄ

区
別
説

区
別
説
は
、
所
為
媒
介
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
、
責
任
能
力
が
あ
っ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
未
遂
の
成
立
時

期
を
異
な
っ
て
捉
え
る
説
で
あ
る
。
媒
介
者
が
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
と
か
精
神
障
害
者
の
場
合
に
は
、
間
接
正
犯
者
が
道
具
に
影
響
力

を
行
使
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
影
響
力
行
使
の
終
了
後（
例
え
ば
、
所
為
媒
介
者
を
使
い
に
送
り
出
す
と
き
）、
未
遂
が
成
立
す
る
。
媒

介
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
た
場
合
、
媒
介
者
が
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
接
着
行
為
を
し
た
と
き
、
未
遂
が
成
立
す
る
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
媒
介
者
へ
の
働
き
か
け
は
物
理
的
道
具
と
か
動
物
を
利
用
す
る
の
に
等
し
い
、
つ
ま
り
、
道
具
へ
の
影
響
力
行

使
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
働
き
か
け
ら
れ
な
く
と
も
構
成
要
件
結
果
の
実
現
に
向
か
う
因
果
連
鎖
が
起
動
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
後
者
の

場
合
に
は
、
媒
介
者
が
結
果
を
招
来
さ
せ
る
か
否
か
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
の
で
、
未
遂
の
成
立
は
媒
介
者
の
行
為
に
依
存
す
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
八
三
年
に
は
な
お
通
説
と
目
さ
れ
た
本
説
は
今
日
ほ
と
ん
ど
そ
の
支
持
者
を
見
出
し
え
な
い
。
上
記
の
設
例
で
は
、

医
師
が
看
護
師
に
注
射
器
を
渡
し
た
と
き
に
、
殺
人
の
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

181
）

ろ
う
。

本
説
は
、
事
情
の
知
ら
な
い
媒
介
者
を
利
用
す
る
と
き
の
方
が
事
情
の
知
っ
て
い
る
媒
介
者
を
利
用
す
る
と
き
よ
り
も
、
結
果
の
惹
起
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が
よ
り
確
実
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
立
し
て
い
る
が
、
こ
の
前
提
自
体
が
成
り
立
た
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
事
情
の
知
ら
な
い

媒
介
者
利
用
が
不
可
避
的
に
結
果
の
発
生
に
繫
が
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
事
情
の
知
っ
て
い
る
媒
介
者
で
あ
っ
て
も
結
果
の
招
来
を
妨
げ

る
事
情
を
除
去
で
き
る
か
ら
で

182
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
か
い
な
い
か
の
区
別
も
必
ず
し
も
簡
単
で
は
な
い
こ
と
も
指
摘
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
認
識
の
あ
る
過
失
の
あ
る
所
為
媒
介
者
に
は
「
半
分
故
意
」
が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
か
否

か
の
区
別
が
全
く
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
そ
の
恋
敵
乙
を
有
毒
の
塩
酸
で
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、
丙
に
睡
眠
薬
だ
と
偽
っ

て
毒
入
り
の
瓶
を
渡
し
、
そ
れ
を
乙
に
飲
ま
せ
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
丙
が
乙
の
と
こ
ろ
へ
行
く
途
中
、
好

奇
心
か
ら
そ
の
瓶
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
異
臭
に
気
づ
き
、
犯
行
に
出
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
丙
は
自
分
の
考
え
で
は
軽
い
傷
害
を

犯
す
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
甲
は
実
際
に
は
丙
を
殺
人
の
道
具
に
し
よ
う
と
し
た
の
で

183
）

あ
る
。
そ
れ
に
、
刑
法
は
、
事
情
を
知
っ
て
い
る
か

否
か
で
区
別
す
る
何
等
の
準
拠
点
も
与
え
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
結
局
、
未
遂
の
成
立
時
期
は
事
情
を
知
っ
て
い
る
か
否
か
で

区
別
し
て
判
断
さ
れ
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

184
）

な
る
。

ｅ
ｅ

一
般
説

本
説
は
、
間
接
正
犯
も
直
接
正
犯
と
同
様
に
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
危
殆
化
規
準
説
が
あ

る
。
直
接
正
犯
と
同
様
に
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
も
危
殆
化
が
規
準
と
な
る
。
間
接
正
犯
で
は
、
間
接
正
犯
者
の
所
為
が
問
題
と
な
り
、

道
具
は
単
に
遂
行
機
関
と
し
て
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
道
具
が
重
要
な
付
加
的
準
備
を
せ
ず
に
事
前
操
縦
さ
れ
た
所
為
を
遂
行
す

る
だ
け
で
よ
い
と
き
、
既
に
、
間
接
正
犯
者
の
視
点
か
ら
は
当
該
法
益
に
直
接
的
危
険
が
生
じ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
如
何
な
る
時

点
か
ら
背
後
者
の
操
縦
表
象
に
よ
る
と
道
具
に
よ
る
遂
行
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
か
は
、個
別
事
例
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

間
接
正
犯
者
が
所
為
事
象
を
事
前
操
縦
し
て
お
り
、
背
後
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
、
道
具
が
、
い
わ
ば
自
然
因
果
関
係
に
比
肩
し
う
る
よ
う

に
、
不
可
避
的
に
所
為
実
行
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
具
合
に
な
っ
て
お
れ
ば
、
道
具
が
活
動
す
る
前
に
既
に
未
遂
が
成
立
す
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
背
後
者
の
表
象
に
よ
る
と
、
被
害
者
を
危
殆
化
す
る
に
は
道
具
が
な
お
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、
未
遂
は

ま
だ
成
立
し
な
い
。
上
記
の
設
例
で
は
、
医
師
が
看
護
師
に
注
射
器
を
渡
し
た
と
き
に
、
殺
人
の
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

185
）

ろ
う
。

本
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
が
被
害
者
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
媒
介
者
を
使
い
に
出
す
と
き
、
こ
の
時
点
で
未
遂
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
行
為
者
が
自
ら
被
害
者
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、
犯
行
現
場
に
行
く
途
上
に
あ
る
と
き
、
そ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
確
実
に
結
果

の
発
生
に
い
た
る
か
ら
、
本
説
に
よ
れ
ば
こ
の
場
合
も
未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
は
ま
だ
予
備
の
段
階
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
直
接
正
犯
と
間
接
正
犯
を
同
じ
規
準
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
批
判
さ

186
）

れ
る
。

ｂ

我
が
国
の
刑
法
学
説

我
が
国
の
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
に
関
し
て
は
、
一
般
に
、
①
利
用
者
が
被
利
用
者
を
犯
罪
に
誘

致
す
る
行
為
を
開
始
し
た
と
き
で
あ
る
と
す
る
利
用
者
説
、
②
基
本
的
に
利
用
者
説
が
妥
当
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
、
被
利
用
者
説
を
支

持
す
る
区
別
説
、
③
被
利
用
者
が
犯
罪
的
行
為
を
開
始
し
た
と
き
で
あ
る
と
す
る
被
利
用
者
説
、
④
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危

険
を
惹
起
し
た
と
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
利
用
行
為
の
開
始
時
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
被
利
用
者
の
行
為
の
開

始
時
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
す
る
個
別
化
説
に
分
け
ら
れ
る
。

ａ
ａ

利
用
者
説

実
行
の
着
手
の
概
念
を
主
観
説
の
立
場
か
ら
理
解
す
る
と
き
、
利
用
者
説
が
主
張
さ

187
）

れ
る
。
し
か
し
、
客
観
説
の

立
場
か
ら
も
利
用
者
説
が
主
張
さ
れ
る
。
形
式
的
客
観
説
か
ら
は
、
未
遂
罪
の
成
立
に
は
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
少
な

く
と
も
一
部
分
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
り
、
間
接
正
犯
に
つ
い
て
も
問
題
は
少
し
も
変
わ
ら
な

い
と
主
張
さ

188
）

れ
る
。
行
為
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説
か
ら
は
、
実
行
行
為
は
実
行
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
間
接
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正
犯
に
お
け
る
実
行
の
意
思
は
利
用
者
の
み
が
有
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
実
行
の
意
思
と
実
行
行
為
と
を
別
々
の
行
為
主
体
に
分
属

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
す
る
と
、
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
は
、
利
用
者
の
被
利
用
者
に
対
す
る
犯
罪
へ
の
誘
致
行
為
に
求
め
ざ
る

を
え
な
い
と
主
張
さ
れ

189
）

た
り
、
実
行
の
着
手
は
構
成
要
件
を
実
現
す
る
現
実
的
危
険
性
が
出
現
し
た
と
き
に
認
め
ら
れ
、
間
接
正
犯
の
場

合
、
利
用
者
が
被
利
用
者
に
働
き
か
け
た
と
き
に
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る
現
実
的
危
険
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
さ

190
）

れ
る
。
利
用
者
説
が

主
観
説
か
ら
も
客
観
説
か
ら
も
主
張
さ
れ
る
の
は
、
実
行
の
着
手
の
観
念
が
規
範
主
義
的
に
把
握
さ
れ
、
利
用
者
の
行
為
に
焦
点
が
合
わ

せ
ら
れ
る
か
ら
で

191
）

あ
る
。

ｂ
ｂ

修
正
利
用
者
説

行
為
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
、
背
後
者
の
誘
致
行
為
が
実
行
行
為
で
あ
り
、
遅
く
と
も
行
為
者
が
自
ら
す
べ

き
こ
と
は
す
べ
て
行
な
い
、
後
は
因
果
の
流
れ
に
ま
か
せ
る
段
階
に
至
れ
ば
、
結
果
発
生
の
自
動
性
が
認
め
ら
れ
、
実
行
の
着
手
が
肯
定

さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
他
人
の
故
意
行
為
を
利
用
す
る
場
合
は
別
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
背
後
者
甲
が
、「
現
に
人
が
住
居
に

使
用
」
す
る
建
造
物
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
乙
を
騙
し
て
放
火
行
為
を
唆
し
（
刑
法
第
一
〇
八
条
）、
乙
は
そ
の
家
を
非
現
住
建
造
物

と
信
じ
つ
つ
（
刑
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
）
放
火
行
為
を
行
な
っ
た
と
い
う
場
合
、
背
後
者
の
誘
致
行
為
が
完
了
し
て
も
、
な
お
結
果
発

生
の
自
動
性
が
肯
定
で
き
な
い
の
で
、
利
用
者
の
行
為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を
あ
わ
せ
て
全
体
と
し
て
結
果
の
発
生
が
切
迫
す
る
段
階

に
至
っ
た
ど
う
か
に
よ
り
実
行
の
着
手
の
有
無
を
判
定
す
べ
き
で
あ
る
、
具
体
的
に
は
、
被
利
用
者
の
行
為
を
規
準
と
し
て
実
行
の
着
手

時
期
が
決
め
ら

192
）

れ
る
。

ｃ
ｃ

被
利
用
者
説

本
説
は
結
果
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説
か
ら
主
張
さ
れ
る
。
未
遂
犯
の
実
質
的
処
罰
根
拠
を
既
遂
結
果
発
生

の
切
迫
し
た
危
険
と
解
す
る
と
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
被
利
用
者
の
行
為
に
よ
り
「
切
迫
し
た
危
険
」
と
い
う
「
結
果
」
が
発
生
し
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た
時
点
で
、
は
じ
め
て
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
、
未
遂
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
実
行
の
着
手
」
に
お
け
る
「
行
為
」

概
念
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
危
険
（
切
迫
し
た
危
険
）
と
い
う
結
果
を
含
む
広
義
の
行
為
概
念
と
し
て
捉
え
ら

193
）

れ
る
。
結
果
無
価
値
論
的

実
質
的
客
観
説
か
ら
は
、
利
用
者
は
「
間
接
正
犯
」
で
な
く
、「
教
唆
犯
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
主
張
さ
れ
る
。
実

行
の
「
着
手
」
時
期
が
他
人
の
動
作
に
依
存
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
教
唆
犯
の
場
合
だ
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

194
）

あ
る
。

ｄ
ｄ

個
別
化
説

行
為
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説
か
ら
、
利
用
者
が
被
利
用
者
の
行
為
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
利
用
行

為
の
開
始
が
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
を
常
に
惹
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
利
用
者
の
行
為
が
結
果
発
生
の
現
実
的
危

険
を
惹
起
し
た
と
き
に
着
手
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
利
用
行
為
の
開
始
時
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
被
利
用
者
の
行
為
の

開
始
時
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
主
張
さ

195
）

れ
る
。
さ
ら
に
、「
間
接
正
犯
は
、
純
然
た
る
単
独
犯
行
で
な
く
他
人
利
用

の
犯
罪
行
動
の
一
種
で
も
あ
り
、
実
行
の
着
手
も
、
被
利
用
者
の
行
為
と
合
わ
せ
て
全
体
と
し
て
犯
罪
事
実
発
生
に
接
着
す
る
段
階
に
い

た
っ
た
か
ど
う
か
で
定
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
被
利
用
者
は
、
犯
罪
事
実
に
直
面
す
る
こ
と
か
ら
く
る
規
範
的
障
害
を
欠
く
者
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
利
用
者
の
道
具
で
は
あ
る
が
、
被
利
用
行
為
そ
の
も
の
は
被
利
用
者
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
機
械
の
ご
と

く
一
挙
手
一
投
足
ま
で
利
用
者
に
よ
り
あ
や
つ
ら
れ
る
、
と
い
う
関
係
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
利
用
行
為
を
終
了
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
だ
け
で
犯
罪
事
実
が
発
生
す
る
具
体
的
危
険
が
顕
著
に
な
っ
た
と
は
、
一
律
に
い
い
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と

も
主
張
さ

196
）

れ
る
。
客
観
的
主
観
説
か
ら
は
、
実
行
の
着
手
を
常
に
利
用
者
の
行
為
の
時
点
に
認
め
る
の
は
、
実
行
の
着
手
時
期
を
非
常
に

早
い
段
階
に
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
不
当
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
間
接
正
犯
者
の
行
為
は
利
用
行
為
と
い
う
作
為
と
、
先
行
行
為

に
基
づ
く
防
止
義
務
違
反
と
い
う
不
作
為
か
ら
な
る
複
合
的
構
造
を
と
り
、し
た
が
っ
て
、通
常
の
標
準
に
し
た
が
い
実
行
の
着
手
が
あ
っ

た
と
さ
れ
た
時
点
以
降
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
、
間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
と
考
え
ら
れ
、
実
行
行
為
は
多
く
の
場
合
被
利
用
者
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の
行
為
の
時
点
に
認
め
ら
れ
る
が
、
被
利
用
者
の
行
為
が
利
用
行
為
と
時
間
的
に
接
着
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
遂
行
が
極
め
て
確
実
な

場
合
、
利
用
行
為
の
時
点
に
認
め
ら
れ
る
と
論
じ
ら

197
）

れ
る
。

ｅ
ｅ

要
約

以
上
、
内
外
の
諸
説
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
実
行
行
為
の
意
思
の
主
体
と
実
行
行
為
の
主
体
を
分
離
す
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
。
又
、
被
利
用
者
へ
の
犯
罪
誘
致
行
為
時
に
常
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
の
も
、
逆
に
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
成
立
時
期
を

道
具
（
被
利
用
者
）
の
行
為
を
規
準
に
し
て
判
断
す
る
の
も
妥
当
で
な
い
。
未
遂
の
可
罰
性
に
関
し
て
は
、
常
に
、（
間
接
）
正
犯
者
自
身

の
犯
罪
意
思
活
動
が
決
定
的
意
味
を
有
す
る
。
結
果
の
発
生
が
自
然
的
因
果
経
路
を
通
し
て
生
ず
る
か
、
媒
介
者
を
通
し
て
生
ず
る
か
は
、

背
後
者
の
視
点
か
ら
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
時
限
爆
弾
を
爆
発
さ
せ
る
の
に
時
限
装
置
を
利
用
す
る
か
、
他
人
に
定

ま
っ
た
時
間
に
遠
隔
装
置
の
釦
を
押
し
て
貰
う
よ
う
に
依
頼
す
る
か
は
、
背
後
者
の
視
点
か
ら
は
同
じ
こ
と
で

198
）

あ
る
。
道
具
が
そ
れ
自
身

の
行
為
を
開
始
し
た
か
否
か
に
未
遂
の
可
罰
性
を
か
か
ら
し
め
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
間
接
正
犯
者
の
構
成
要
件
該
当
行
為
は
媒

介
者
へ
の
影
響
力
の
行
使
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
か
ら
、
間
接
正
犯
者
が
道
具
に
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
る

と
き
初
め
て
、
且
つ
そ
の
と
き
は
常
に
未
遂
が
成
立
と
の
結
論
を
導
い
て
は
な
ら
な
い
。
行
為
者
が
道
具
を
利
用
し
て
所
為
を
既
遂
へ
と

至
ら
し
め
る
た
め
所
為
を
手
放
し
た
時
点
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
間
接
正
犯
者
が
媒
介
者
へ
の
影
響
を
終
え
て
い
な

い
、
つ
ま
り
、
事
象
が
ま
だ
間
接
正
犯
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
自
分
の
手
中
に
あ
る
限
り
、
間
接
正
犯
者
は
構
成
要
件
該
当
の
不
法
結
果
を

惹
起
す
る
た
め
に
さ
ら
に
部
分
行
為
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
実
現
の
た
め
の
接
着
行
為
が
ま
だ
存
在
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
医
師
が
殺
意
を
抱
い
て
、
看
護
師
が
夕
方
に
患
者
に
注
射
す
る
予
定
の
注
射
器
に
朝
方
毒
を
注
入
し
て
所
定
の
場

所
に
お
い
て
お
い
た
と
い
う
場
合
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
予
備
で

199
）

あ
る
。
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Ｅ

結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
未
遂

結
果
的
加
重
犯
は
、
基
本
犯
が
既
遂
に
達
し
、
且
つ
、
重
い
結
果
が
発
生
す
れ
ば
、
既
遂
に
達

す
る
。
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
が
問
題
と
な
る
の
は
次
の
二
形
態
で
あ
る
。

①
基
本
犯
が
未
遂
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
の
未
遂
か
ら
重
い
結
果
が
発
生
し
た
場
合
と
②
重
い
結
果
が
故
意
に
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
重

い
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
（
こ
の
場
合
、
基
本
犯
は
未
遂
又
は
既
遂
の
場
合
と
が
あ
る
）。

ａ

基
本
犯
が
未
遂
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
未
遂
か
ら
重
い
結
果
が
発
生
し
た
場
合

我
が
国
で
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て
は
、
基

本
犯
が
未
遂
で
あ
っ
て
も
、
重
い
結
果
が
発
生
し
た
と
き
は
既
遂
と
な
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て

200
）

い
る
。
そ
れ
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
あ
っ

て
は
重
い
結
果
を
理
由
と
し
て
刑
を
加
重
す
る
こ
と
に
そ
の
特
質
が
あ
る
か
ら
、
重
い
結
果
が
発
生
し
た
以
上
、
基
本
犯
が
未
遂
た
る
と

既
遂
た
る
と
を
問
わ
ず
、
結
果
的
加
重
犯
の
既
遂
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

201
）

あ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
を
認
め

る
余
地
は
あ
る
。
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

①
基
本
犯
の
構
成
要
件
的
行
為
そ
れ
自
体
が
類
型
的
に
加
重
結
果
を
惹
起
す
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
と
き
、
重
い
結
果
を
招
来
す
る

構
成
要
件
的
行
為
は
そ
れ
自
体
が
可
罰
的
未
遂
犯
で
あ
り
、
重
い
結
果
が
こ
の
未
遂
行
為
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
且
つ
、
こ
れ
に
客
観
的

に
帰
属
可
能
で
あ
る
限
り
、
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
強
盗
致
死
傷
の
場
合
、
被
害
者
の
死
傷
が
暴
行

に
よ
っ
て
過
失
で
招
来
さ
れ
た
が
、
物
の
奪
取
に
至
っ
て
い
な
い
と
き
、
強
盗
致
死
傷
の
未
遂
が
成
立
す
る
（
刑
法
第
二
四
〇
条
、
同
第

二
四

202
）

三
条
）。
強
制
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
の
場
合
も
強
盗
致
死
傷
と
同
様
に
そ
の
未
遂
が
あ
る
。
但
し
、
刑
法
第
一
八
一
条
は
わ
い
せ
つ
等

既
遂
の
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
と
同
じ
く
処
罰
し
て
い
る
の
で
、
わ
い
せ
つ
等
致
死
傷
の
未
遂
を
認
め
る
実
益
は
な

い
。
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②
傷
害
致
死
罪
の
よ
う
に
、
基
本
犯
の
構
成
要
件
的
行
為
で
は
な
く
、
構
成
要
件
的
結
果
が
類
型
的
に
加
重
結
果
を
惹
起
す
る
危
険
性

を
有
し
て
い
る
と
き
、
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
は
認
め
ら
れ
な

203
）

い
し
、
現
に
、
傷
害
致
死
の
未
遂
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
列
車
転
覆
・

破
壊
致
死
罪
（
刑
法
第
一
二
六
条
第
三
項
）
も
転
覆
・
破
壊
と
い
う
基
本
犯
の
結
果
か
ら
重
い
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
転
覆
・
破
壊
行
為
か
ら
重
い
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
列
車
転
覆
・
破
壊
致
死
の
未
遂
の
規
定
も

存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
判
例
（
東
京
高
判
昭
和
四
五
・
八
・
一
一
高
刑
二
三
・
三
・
五
二
四
）
は
、
電
車
内
で
時
限
爆
破
装
置
を
爆
発

さ
せ
て
電
車
を
破
壊
し
、
同
時
に
そ
の
爆
体
の
破
片
に
よ
り
乗
客
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
つ
ま
り
、
転
覆
・
破
壊
行
為
か
ら
死
の
結
果
が

生
じ
た
場
合
に
も
、
列
車
等
転
覆
・
破
壊
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
る
。
そ
う
な
る
と
、
転
覆
・
破
壊
行
為
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
が
、
死
の

結
果
が
生
じ
て
い
る
と
き
に
は
、
列
車
等
転
覆
・
破
壊
の
未
遂
と
過
失
致
死
が
成
立
す
る
の
で
、
転
覆
・
破
壊
と
い
う
結
果
の
存
否
に
よ
っ

て
結
論
が
異
な
る
と
い
う
奇
妙
な
こ
と
が
生

204
）

ず
る
。

ｂ

重
い
結
果
が
故
意
に
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
重
い
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
場
合

結
果
的
加
重
犯
の
規
定
が
重
い
結
果
に
つ
い

て
故
意
の
あ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
な
い
と
き
、
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
傷
害
の
故
意
で
行
為
を

す
る
と
き
、
同
時
に
、
死
の
発
生
に
つ
い
て
未
必
の
故
意
を
有
し
て
い
る
場
合
、
殺
人
未
遂
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
傷
害
致
死
の
未

遂
が
成
立
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
現
行
法
に
は
そ
も
そ
も
傷
害
致
死
の
未
遂
の
規
定
も
存
在
し
な
い
。
結
果
的
加
重

犯
の
規
定
が
重
い
結
果
に
つ
い
て
故
意
の
あ
る
場
合
を
排
除
し
て
い
な
い
限
り
、
未
遂
は
可
能
で

205
）

あ
る
。
例
え
ば
、
殺
人
に
つ
き
故
意
の

あ
る
強
盗
殺
人
に
つ
い
て
は
、死
の
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
き
、強
盗
殺
人
の
未
遂
が
成
立
す
る（
刑
法
二
四
〇
条
、同
第
二
四

206
）

三
条
）。

し
た
が
っ
て
、
傷
人
に
つ
き
故
意
の
あ
る
強
盗
傷
人
に
つ
い
て
も
、
強
盗
傷
人
の
未
遂
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
強
盗
傷
人
の

未
遂
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
傷
害
罪
は
故
意
の
有
無
と
関
わ
り
な
く
成
立
し
、
現
行
法
は
そ
の
未
遂
も
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
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207
）

あ
る
。

３

客
観
的
帰
属

故
意
犯
で
は
、
行
為
の
有
す
る
危
険
性
は
客
観
的
に
可
能
な
因
果
関
係
に
だ
け
基
づ
い
て
認
定
で
き
る
の
で
は
な
く
、
故
意
及
び
客
観

的
帰
属
を
考
慮
に
入
れ
て
初
め
て
認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
故
意
犯
が
そ
も
そ
も
構
成
要
件
該
当
不
法
を
基
礎
付
け
る
か
否
か
は
故
意
を

考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
認
定
で
き
な
い
。
結
果
を
先
取
り
す
る
意
思
が
行
為
に
そ
の
意
味
と
社
会
的
意
義
を
付
与
す
る
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
法
益
侵
害
に
向
け
ら
れ
る
故
意
が
欠
如
し
て
い
れ
ば
、
故
意
犯
の
行
為
不
法
は
初
め
か
ら
存
在
し
な
い
。
故
意
が
認
定
さ
れ
て
初

め
て
客
観
的
帰
属
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で

208
）

あ
る
。

客
観
的
帰
属
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
形
式
的
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
、
実
質
的
に
見
て
刑
罰
規
範
の
許
さ

な
い
危
険
領
域
に
あ
る
の
か
否
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
を
限
定
す
る
法
形
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観

的
帰
属
は
各
不
法
類
型
を
全
体
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
負
責
限
定
効
果
を
有
す
る
の
で

209
）

あ
る
。

Ａ

行
為
の
帰
属

客
観
的
帰
属
の
入
り
口
は
行
為
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
未
遂
犯
は
既
遂
犯
と
は
異
な
ら
な
い
。
未
遂
で
は
、
一
般

に
、
経
験
的
に
危
険
な
行
為
の
着
手
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
併
せ
て
、
行
為
が
規
範
的
に
見
て
危
険
で
あ
る
か
否
か
も

問
題
と
な
る
。
両
方
あ
い
ま
っ
て
行
為
不
法
を
基
礎
付
け
る
の
で
あ
り
、
両
方
と
も
そ
ろ
わ
な
い
と
き
、
既
遂
罪
は
お
ろ
か
未
遂
罪
も
成

立
し

210
）

な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
帰
属
は
経
験
的
行
為
危
険
と
規
範
的
行
為
危
険
に
分
け
ら
れ
る
。
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ａ

経
験
的
行
為
危
険

経
験
的
行
為
危
険
で
は
、
行
為
に
法
益
侵
害
適
格
性
が
見
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
故

意
に
含
ま
れ
て
い
る
結
果
が
、
一
般
的
生
活
経
験
に
照
ら
し
、
事
前
の
観
点
か
ら
客
観
的
に
予
見
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
と

予
期
さ
れ
る
結
果
が
い
わ
ゆ
る
相
当
性
連
関
に
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
故
意
行
為
が
ま
だ
結
果
を
惹
起
し
て
い
な
い
間
は
、
当
該

行
為
が
問
題
と
な
る
結
果
を
招
来
す
る
の
に
抽
象
的
に
適
切
で
あ
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
行
為
に
潜
在
的
経
験
的
危
険
が
認
め

ら
れ
る
。
行
為
の
危
険
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
特
別
の
認
識
も
考
慮
さ
れ
る
。
行
為
者
の
状
況
に
い
る
且
つ
行
為
者
の
認

識
を
有
す
る
第
三
者
の
立
場
か
ら
状
況
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
が
予
測
の
基
礎
で
あ
る
。
行
為
帰
属
は
包
括
的

不
法
修
正
原
理
と
し
て
主
観
的
規
準
も
考
慮
す
る
が
、
し
か
し
、
客
観
的
規
準
に
よ
っ
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
故
意
行
為
の
こ
の
経
験

的
危
険
は
相
対
的
不
能
未
遂
、（
不
処
罰
の
）絶
対
的
不
能
未
遂
の
問
題
に
関
わ
る
。
行
為
あ
る
い
は
客
体
に
潜
む
既
遂
適
格
性
は
、
事
前

の
観
点
か
ら
す
る
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
程
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
罰
性
又
は
不
処
罰
が
定

211
）

ま
る
。

ｂ

規
範
的
行
為
危
険

規
範
的
行
為
危
険
で
は
、
事
前
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
結
果
発
生
へ
の
潜
在
的
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
が
、

し
か
し
、
実
際
に
結
果
が
発
生
し
た
か
否
か
と
は
関
係
な
く
、
当
該
刑
罰
規
範
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
一
般
的
程
度
の
社
会
害
悪
性

に
達
し
て
お
ら
ず
、
規
範
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
、
換
言
す
る
と
、
行
為
が
規
範
的
限
界
内
に
と
ど
ま
る

212
）

場
合
、
故
意
行
為
は
規
範
的
初

期
危
険
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
中
性
化
さ
れ
、
こ
こ
に
構
成
要
件
該
当
不
法
と
し
て
は
帰
属
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る（
社
会
的
相
当
性
）。
危

険
が
社
会
的
に
容
認
さ
れ
る
（
社
会
的
寛
容
）
の
は
、
許
容
法
規
（
例
え
ば
、
道
路
交
通
に
お
け
る
法
定
速
度
と
か
環
境
保
護
に
お
け
る

基
準
値
の
場
合
の
適
法
性
）
と
か
、
一
般
的
法
倫
理
的
価
値
確
信
か
ら
行
為
が
ま
だ
客
観
的
に
注
意
に
適
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場

合
で
あ
る（
例
え
ば
、
社
会
慣
習
、
身
体
運
動
競
技
、
商
慣
習
、
職
業
上
普
通
の
行
動
の
場
合
の
正
当
性
）。
も
と
よ
り
、
非
定
型
的
危
険

性
と
は
い
え
る
が
、
行
為
者
に
特
別
の
知
識
が
あ
る
場
合
は
事
情
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
社
会
的
に
容
認
さ
れ
な
い
。
行
為
に
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経
験
的
危
険
が
認
め
ら
れ
て
も
、
規
範
的
行
為
危
険
が
な
い
場
合
、
未
遂
犯
は
初
め
か
ら
成
立
せ
ず
、
も
と
よ
り
既
遂
犯
も
成
立
せ
ず
、

不
能
未
遂
の
問
題
も
生
じ
な
い
。
経
験
的
行
為
危
険
が
規
範
的
行
為
危
険
の
許
容
性
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
許

さ
れ
る
こ
と
を
す
る
者
は
危
険
を
冒
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で

213
）

あ
る
。

Ｂ

結
果
の
帰
属

行
為
の
帰
属
が
肯
定
さ
れ
、
し
か
も
結
果
が
発
生
し
て
い
て
も
、
そ
の
実
際
に
生
じ
た
結
果
が
、
事
後
的
観
点
か

ら
見
て
、
当
初
予
測
さ
れ
た
行
為
危
険
に
沿
う
よ
う
な
形
で
発
生
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
事
前
予
測
の
行
為
危
険
の
外
側
に
あ
り
、
そ

れ
故
、
結
果
の
帰
属
が
で
き
な
い
場
合
も
未
遂
処
罰
に
と
ど
ま
る
。

ａ

経
験
的
結
果
危
険

結
果
の
帰
属
は
経
験
的
結
果
危
険
と
規
範
的
結
果
危
険
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
意
行
為
に
よ
っ
て
具

体
的
に
惹
起
さ
れ
た
結
果
が
、
行
為
者
の
表
象
す
る
因
果
関
係
と
は
異
な
る
場
合（
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
の
錯
誤
）、
そ
の
結
果
が
一
般
的

生
活
経
験
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
行
為
の
危
険
領
域
の
外
側
に
あ
る
と
き（
客
観
的
予
見
可
能
性
）、
結
果
は
行
為
と
相
当
関
係
に
な

く
、
経
験
的
結
果
危
険
が
否
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
行
為
は
な
る
ほ
ど
意
欲
さ
れ
た
客
体
に
意
欲
さ
れ
た
結
果
を
惹
起
し
た
が
（
客
体
同

一
性
、
人
物
同
一
性
）、
し
か
し
、
行
為
者
が
因
果
の
流
れ
を
手
放
し
た
後
で
、
因
果
の
推
移
が
一
般
的
生
活
経
験
の
変
動
幅
か
ら
完
全
に

逸
脱
し
て
い
る
場
合
、
具
体
的
結
果
は
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
な
い
。
行
為
者
に
は
そ
の
行
為
に
対
す
る
未
遂
罪
し
か
成
立
し
な
い
。
行
為

者
の
故
意
は
結
果
招
来
の
存
否
に
の
み
向
け
ら
れ
、
行
為
に
実
際
の
推
移
は
故
意
と
は
関
係
が
な
い
。
一
般
的
生
活
経
験
の
変
動
幅
が
故

意
と
は
関
係
な
く
結
果
招
来
に
対
す
る
負
責
領
域
を
限
界
付

214
）

け
る
。
故
意
行
為
の
帰
属
は
こ
れ
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、

既
遂
が
否
定
さ
れ
て
も
、
未
遂
罪
処
罰
は
可
能
で
あ
る
。
但
し
、
行
為
者
に
非
典
型
的
危
険
性
に
つ
い
て
の
特
別
の
知
識
が
あ
る
場
合
は

結
果
の
帰
属
は
可
能
で
あ
る
。
因
果
の
推
移
は
な
る
ほ
ど
相
当
性
の
範
囲
内
に
あ
る
が
、
行
為
者
に
は
規
範
的
理
由
か
ら
帰
属
で
き
な
い
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場
合
（
規
範
的
結
果
危
険
の
不
存
在
）
も
、
未
遂
処
罰
に
と
ど

215
）

ま
る
。

い
わ
ゆ
る
（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
）
概
括
的
故
意
と
い
わ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
行
為
者
が
意
欲
し
た
結
果
を
意
欲
し
た
客
体
に
複
数
の
連

続
す
る
行
為
で
招
来
す
る
が
、
行
為
者
は
最
初
の
行
為
で
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
決
定
的
な
後
の
行
為
は
当
初

の
結
果
故
意
に
は
包
含
さ
れ
て
お
ら
ず
、
結
局
、
行
為
者
は
最
初
の
行
為
で
意
欲
し
た
こ
と
を
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
後
の
故
意
で
実
現
し

た
と
い
う
場
合
、
例
え
ば
、
行
為
者
は
殺
害
行
為
に
出
て
、
う
ま
く
や
っ
た
と
考
え
る
が
、
実
際
に
は
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
被
害
者
の「
死

体
」
を
犯
行
隠
滅
の
た
め
別
の
場
所
に
遺
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
も
経
験
的
結
果
危
険
、
つ
ま
り
、
客
観

的
帰
属
の
問
題
で
あ
る
。
自
然
主
義
的
に
見
る
と
、
第
一
の
行
為
時
に
は
故
意
は
あ
る
も
の
の
、
結
果
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
第
二
の
行

為
時
に
結
果
が
発
生
し
た
も
の
の
、
故
意
が
な
く
、
そ
う
す
る
と
、
未
遂
犯
と
過
失
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で

216
）

あ
る
。
こ
の
結

論
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
が
一
八
二
五
年
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
論
文
に
遡
る
い
わ
ゆ
る
概
括
的
故
意
論
（d

o
lu
s g

en
era

lis

）
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
事
象
を
単
一
的
に
捉
え
、
そ
れ
に
応
じ
て
故
意
も
単
一
的
に
捉
え
、
行
為
者
は
全
体
に
つ
い
て
既
遂
で
処
罰
さ
れ
う
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
故
意
は
第
二
の
行
為
、
時
間
的
に
後
続
す
る
結
果
に「
伸
ば
さ
れ
」、
し
た
が
っ
て
、
全
体
と
し
て
因
果
関
係

の
重
要
で
な
い
錯
誤
か
ら
出
立
し
、
こ
の
錯
誤
は
故
意
に
包
含
さ

217
）

れ
る
。
し
か
し
、
結
果
は
既
に
発
生
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
行
為
者

に
結
果
を
招
来
し
た
時
点
に
お
い
て
伸
ば
さ
れ
た
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
故
意
を
擬
制
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
伝
統
的
に
概
括
的
故
意
と
い
わ
れ
る
場
合
で
も
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
の
錯
誤
の
場
合
と
同
様
に
、
故
意
は
、
結
果
を
招
来
さ
せ

よ
う
と
す
る
時
点
に
お
い
て
存
在
し
、
結
果
発
生
の
存
否
に
の
み
関
係
す
る
。
後
続
の
行
為
は
結
果
に
至
る
因
果
経
路
の
部
分
成
分
、
つ

ま
り
、
因
果
連
鎖
の
中
間
項
に
す
ぎ
な
い
。
既
遂
負
責
、
つ
ま
り
、
発
生
し
た
結
果
の
帰
属
は
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
具
体
的
因
果
経
路
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が
一
般
的
経
験
の
内
部
に
あ
る
の
か
否
か
、
つ
ま
り
、
相
当
性
連
関
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
上
記
の
例
に
お
い
て
、
犯
行
隠
滅
行
為

で
は
、
行
為
者
自
身
の
事
後
的
失
策
行
為
は
当
初
計
画
し
た
行
為
の
経
験
的
、
規
範
的
危
険
領
域
内
に
あ
り
、
こ
れ
は
行
為
者
に
既
遂
と

し
て
帰
属
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
典
型
的
、
密
接
な
行
動
連
関
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
、
殺
人
未
遂
と
過
失
致
死
罪
が
成
立

218
）

す
る
。

ｂ

規
範
的
結
果
危
険

行
為
者
が
事
象
を
手
放
し
た
後
で
、
結
果
が
第
三
者
又
は
被
害
者
の
事
後
的
失
策
行
為
に
よ
っ
て
共
惹
起
さ

れ
た
場
合
、
規
範
的
結
果
危
険
が
否
定
さ
れ
る
。
他
者
の
失
策
行
為
が
故
意
で
行
な
わ
れ
た
か
、
分
別
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
「
ま
っ
た

く
理
解
し
が
た
い
」
か
ぎ
り
、
こ
の
失
策
行
為
は
、
行
為
者
に
故
意
の
行
為
危
険
が
認
め
ら
れ
て
も
、
結
果
帰
属
を
排
除

219
）

す
る
。

い
わ
ゆ
る
行
為
（
方
法
）
の
錯
誤
の
場
合
、
い
ず
れ
に
し
て
も
狙
っ
た
標
的
に
結
果
が
発
生
す
る
因
果
関
係
の
錯
誤
と
は
異
な
り
、
行

為
者
が
、
本
来
の
標
的
と
は
異
な
っ
た
、
し
か
も
、
知
覚
し
て
い
な
か
っ
た
対
象
を
攻
撃
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
例
え
ば
、
弾
丸
が
標
的

を
そ
れ
て
側
に
い
た
別
人
に
当
た
っ
た
場
合
も
、
本
来
狙
っ
て
い
た
人
に
当
た
ら
な
か
っ
た
原
因
が
何
で
あ
れ
、
故
意
に
包
含
さ
れ
た
人

と
の
関
連
で
は
規
範
的
結
果
危
険
が
否
定
さ
れ
、
殺
人
未
遂
が
問
わ
れ
、
実
際
に
当
た
っ
た
人
の
過
失
致
死
と
の
観
念
的
競
合
が
成
立
す

る
。
拳
銃
以
外
の
も
の
が
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
、
実
行
行
為
と
結
果
の
発
生
と
の
間
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
、
紆
余
曲
折
を
経
て

よ
う
や
く
結
果
が
発
生
す
る
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
行
為
者
は
、「
あ
る
人
」
を
殺
そ
う
と
し
て
、「
あ
る
人
」
を
殺
し
て

い
る
。
形
式
的
に
は
、
行
為
者
は
構
成
要
件
的
結
果
を
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
殺
人
罪
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
は
、
生
命
と
い
う

法
益
の
一
身
専
属
的
性
格
の
故
に
、
身
体
的
に
具
体
化
さ
れ
た
人
の
生
命
が
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
の
生
命
自
体
、
つ
ま
り
、
人
の

生
命
な
ら
誰
で
も
よ
く
、
類
概
念
と
し
て
の
人
の
生
命
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
生
命
」
と
い
う
法
益
（
理
念
的
価
値
）
は

常
に
特
定
の
人
（「
あ
る
外
形
的
に
定
め
ら
れ
た
人
」）
に
お
い
て
具
象
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
が
専
ら
行
為
者
の
故
意
に
よ
っ
て
個
別
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化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
具
体

220
）

化
説
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
客
体
の
錯
誤
の
下
位
分
類
と
し
て
の
人
に
お
け
る
錯
誤
の
場
合
、
人
に
つ
い
て
言
え
ば
、
狙
っ
た
人
が
本
来
意
図
し

て
い
た
人
と
は
異
な
っ
て
い
た
場
合
、
例
え
ば
、
弾
丸
が
標
的
と
し
た
人
に
正
確
に
当
っ
た
が
、
実
は
人
違
い
だ
っ
た
と
い
う
場
合
、
人

物
同
定
に
錯
誤
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
標
的
と
な
っ
た
人
を
そ
の
外
的
姿
と
居
場
所
に
よ
っ
て
認
識
し
、
こ
の
者

に
当
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
事
後
に
、
こ
の
者
が
自
分
の
意
図
し
て
い
た
者
と
は
異
な
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
だ
が
、
行
為
者
は
現

実
の
被
害
者
の
内
的
同
一
性
（
氏
名
と
人
物
）
に
錯
誤
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
標
的
の
外
的
個
別
性
（
現
象
像
）
と
被
害
者
と
は
一
致
し

て
い
る
。
殺
人
罪
の
成
立
に
は
、「
人
」
が
外
的
に
個
別
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
行
為
者
が
「
あ
る
特
定
の
人
」
を
殺
そ
う
と
す
る
意
欲
が

あ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
被
害
者
の
内
的
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
は
行
為
者
を
被
害
者
と
結
び
つ
け
る
動
機
の
錯
誤
で
あ
っ
て
、
か
か

る
錯
誤
は
構
成
要
件
へ
の
包
摂
の
上
で
必
要
の
な
い
要
素
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
り
、
故
意
を
排
除
す
る
こ
と
は
な
い
。
発
生
し
た
結
果
は

意
欲
さ
れ
た
殺
人
の
既
遂
と
し
て
帰
属
さ
れ
る
。
被
害
者
は
、
そ
の
一
身
専
属
的
法
益
性
質
と
い
う
点
で
、
そ
の
外
的
事
象
に
よ
っ
て
十

分
に
価
値
的
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
意
思
と
仕
業
が
法
的
に
異
な
っ
た
評
価
を
受
け
る
と
き
、
客
観
的
事
実
と
主
観

的
事
実
が
法
的
に
符
合
し
な
い
。
こ
う
い
っ
た
錯
誤
は
法
的
に
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
を
殺
そ
う
と
し
て
物
を
損
壊
し
て
し
ま
っ
た

場
合
、
結
果
と
結
果
関
係
的
意
思
の
法
的
同
価
値
性
が
欠
如
し
て
お
り
、
殺
人
未
遂
と
過
失
損
壊
（
不
処
罰
）
が
成
立

221
）

す
る
。

ｃ

仮
定
的
適
法
代
替
行
為

仮
定
的
適
法
代
替
行
為
の
場
合
、上
述
の
行
為
や
結
果
の
客
観
的
帰
属
を
否
定
す
る
事
例
に
属
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
行
為
者
に
は
そ
の
行
為
が
不
法
と
し
て
帰
属
さ
れ
う
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
具
体

的
行
為
を
注
意
義
務
違
反
な
い
し
故
意
で
実
行
し
た
の
で
は
な
く
、
適
法
な
や
り
方
で
実
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
行
為
者
の
創
出
し
た
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危
険
が
実
現
し
た
、
つ
ま
り
、
結
果
は
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
、
公
平
の
観
点
か
ら
、
実
際
に
生
じ
た
結
果
の
客
観
的
帰

属
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
違
法
な
行
為
の
危
険
が
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
違
法
な
行
為
が
仮

定
の
適
法
な
行
為
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
定
的
適
法
代
替
行
為
の
問
題
は
作
為
犯
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
。
不

作
為
犯
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
の
検
証
に
お
い
て
、
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
な
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
結
果
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋

然
性
を
も
っ
て
避
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
認
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

222
）

あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
適
法
な
行
為
態
様
が
仮
定
的
に
同
じ
働
き
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
確
実
に
証
明
で
き
な
い
場
合
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
場
合
が
多
い
。
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、
こ
の
働
き
が
あ
る
と
い
う
風
に
行
為
者
に
有
利
に
仮
定
す
る
な
ら
、
行
為
者
の
負
責
は
多
く

の
場
合
に
脱
落
す
る
。
こ
の
過
度
の
負
担
軽
減
効
果
を
避
け
る
た
め
に
、
所
為
時
点
お
よ
び
後
に
判
明
し
た
事
情
を
す
べ
て
考
慮
し
た
事

後
的
観
点
か
ら
、
違
法
行
為
が
結
果
の
発
生
を
危
険
を
と
も
か
く
も
著
し
く
高
め
た
場
合
、
換
言
す
る
と
、
被
害
者
が
、
こ
の
状
況
下
で

行
為
者
の
仮
定
的
適
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
実
際
に
生
じ
た
侵
害
を
蒙
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
免
れ
る
現
実
の
可
能
性
が
確
実
に
あ
っ
た

場
合
に
は
、
結
果
の
客
観
的
帰
属
は
首
肯
さ
れ
、
負
責
軽
減
効
果
は
生
じ

223
）

な
い
。
故
意
犯
の
場
合
、
適
法
な
代
替
行
為
は
犯
罪
行
為
を
し

な
い
、
つ
ま
り
、
規
範
の
呼
び
か
け
に
従
う
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
危
険
は
通
常
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

224
）

ろ
う
。

四

違
法
性

未
遂
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
を
徴
表
す
る
。
未
遂
犯
に
あ
っ
て
も
、
既
遂
犯
の
場
合
と
同
じ
要
件
の
下
で
、
正
当
化
事
由
の

適
用
が
あ
る
。
既
遂
犯
が
正
当
化
さ
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
未
遂
も
当
然
正
当
化
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
正
当
防
衛
状
況
が
あ
っ
て
、

侵
害
者
を
殺
害
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
防
衛
者
が
殺
害
の
意
図
で
拳
銃
を
発
射
し
た
が
、
相
手
に
当
た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
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殺
人
未
遂
が
違
法
と
な
る
わ
け
で
は

225
）

な
い
。

五

責
任

未
遂
犯
に
お
い
て
も
既
遂
犯
と
同
じ
責
任
要
素
が
問
題
と
な
り
、
未
遂
犯
に
固
有
の
責
任
論
と
い
う
も
の
は
な
い
。
た
だ
し
、
実
行
行

為
に
接
着
す
る
行
為
の
場
合
、
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
は
こ
の
時
点
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
準
拠
点
は
実
行
行

為
で
あ
る
。

注172
）

F
ran

k
,
(F
n
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7),
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.
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.
S
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.
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len

,
S
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frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,

2004,
12
 
R
n
 
105.;

B
.
K
ad
el,

V
ersu

ch
sb
eg
in
n b

ei m
ittelb

a
rer T

a
tersch

a
ft
-
v
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ch
te m

ittelb
a
re T

a
tersch

a
ft,
G
A
 
1983,

299 ff.;
V
.
K
rey

,
D
eu
tsch

es S
tra
frech

t
 

A
T
,
B
d
.
2,
3.
A
u
fl.,

2008,
43 R

n 437.

R
G
S
t 59,

1

〔
被
告
人
（
女
性
）
は
自
分
の
ま
ま
娘
の
健
康
を
害
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
実
の
母
親
が
病
気
の
娘
に
持
っ
て
行
こ
う
と
し
て
台
所
の
竈
の
上

に
用
意
し
て
お
い
た
ペ
フ
ァ
ー
ミ
ン
ト
茶
に
密
か
に
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
の
汁
を
混
ぜ
て
お
い
た
。
被
告
人
は
そ
の
飲
み
物
が
事
情
を
知
ら
な
い
第
三
者
（
看
護

し
て
い
た
実
の
母
親
）
が
持
っ
て
い
っ
て
、
娘
に
飲
ま
せ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
。
危
険
な
傷
害
の
未
遂
が
成
立
〕。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、「
飲
み
物
の
準

備
は
実
行
行
為
の
構
成
要
素
と
見
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
、
そ
の
理
由
付
け
に
お
い
て
厳
格
説
に
共
感
を
示
す
が
、
結
論
に
お
い
て
は
、
修
正
影
響
力
行
使

説
に
近
い
。V

g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 237.

173
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
28),

14 R
n 614.;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 247.

厳
格
説
に
入
る
学
説
に
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
説
（
新
説
）（R

.
D
.
H
erzberg

,
D
er V

ersu
ch
,
d
ie S

tra
fta
t d
u
rch ein

en a
n
d
eren zu b

eg
eh
en
,
in
:

R
o
x
in
-F
S
,
2001,

749 ff.,
771 f.

）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
未
遂
行
為
（
間
接
正
犯
者
の
最
後
の
自
分
の
行
為
）
と
未
遂
結
果
（
間
接
正
犯
者
の
行

為
に
際
す
る
自
分
の
表
象
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
の
直
接
的
危
険
）
が
分
け
ら
れ
る
。
未
遂
行
為
は
間
接
正
犯
者
に
と
っ
て
は
既
に
予
備
の
段
階
を
離
れ
て

い
る
が
、
表
象
さ
れ
た
被
害
者
へ
の
直
接
的
危
殆
化
、
つ
ま
り
、
未
遂
結
果
（
切
迫
行
為
）
の
と
き
に
初
め
て
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
。
間
接
正
犯
者
に
直
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接
的
な
被
害
者
危
殆
化
の
時
点
に
関
す
る
表
象
が
欠
如
し
て
い
る
か
、
不
明
確
で
あ
る
場
合
、
行
為
者
が
自
分
の
行
為
を
し
た
際
に
切
迫
行
為
が
最
も
早
く

可
能
だ
と
考
え
た
時
点
に
、
未
遂
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
。
行
為
者
が
こ
の
時
点
の
前
に
計
画
が
頓
挫
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
未
遂
の
可
罰
性
は
生

じ
な
い
。

本
説
に
対
し
て
は
、
次
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
媒
介
者
に
よ
る
被
害
者
危
殆
化
の
可
能
性
の
最
も
早
い
時
点
に
関
し
て
、
間
接
正
犯
者
が
思

い
を
い
た
さ
な
い
こ
と
が
多
い
。
間
接
正
犯
者
に
は
こ
の
時
点
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、
自
分
が
影
響
力
を
有
さ
な
い
事
情
に
依
存
す
か
ら
で
も
あ

る
。
第
二
に
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
結
果
が
予
期
し
た
よ
り
も
早
く
生
じ
た
場
合
、
不
処
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
甲
が
事
情
を
知
ら
な
い
乙
を
利

用
し
て
毒
入
り
ワ
イ
ン
を
丙
に
届
け
さ
せ
る
が
、
乙
は
甲
と
の
約
束
と
は
異
な
り
日
曜
日
の
朝
で
は
な
く
、
前
日
の
夕
方
に
届
け
、
丙
は
そ
の
日
の
う
ち
に

飲
ん
で
死
ん
だ
と
い
う
場
合
、
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
被
害
者
に
土
曜
日
の
夕
方
は
危
険
が
生
じ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
未
遂
の
段
階
に
す
ら
至
っ

て
い
な
い
の
で
、
殺
人
既
遂
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
耐
え
難
い
結
論
で
あ
る
。V

g
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R
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,
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説
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R
G
S
t 53,11

（
所
為
媒
介
者
に
革
製
品
を
密
輸
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
待
っ
て
い
る
運
び
人
の
と
こ
ろ
へ
赴
け
ば
、
そ
れ
は
「
発
送
さ
れ
、
革
製
品
を
国

境
を
越
え
て
運
ば
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
開
始
さ
れ
た
」
と
い
え
る
）。V

g
l.
R
oxin

,
(R
n
.
3),

29 R
n 235.
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W
essels

/B
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lke
,
(F
n
.
28),

14 R
n 614.;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 257.
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R
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10 R
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R
G
S
t 53,45

〔
二
人
の
所
為
媒
介
者
に
金
貨
を
密
輸
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
事
案
〕
で
、
最
初
の
所
為
媒
介
者
に
金
貨
を
渡
し
た
と
き
、
実
行
の
開
始
が
あ

る
、
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
り
「
金
貨
が
発
送
さ
れ
た
、
つ
ま
り
、
国
境
を
越
え
さ
せ
よ
う
う
と
す
る
動
き
が
と
ら
れ
、
開
始
し
た
か
ら
で
あ
る
」。

B
G
H
S
t 30,

363

〔
①
被
告
人
甲
は
自
分
の
恋
敵
丙
を
有
毒
塩
酸
で
殺
す
意
図
で
、
乙
に
丙
宅
で
強
盗
を
働
く
よ
う
に
説
得
し
た
が
、
そ
の
際
、
乙
に
は

当
該
毒
物
を
無
害
な
睡
眠
薬
で
あ
る
と
説
明
し
た
上
、
そ
れ
を
無
理
や
り
丙
に
飲
ま
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
言
っ
た
。
乙
は
丙
の
と
こ
ろ
へ
行
く
途
中
好
奇
心

か
ら
そ
の
瓶
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
刺
激
臭
が
あ
り
そ
れ
が
有
毒
な
物
質
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
犯
行
を
と
ど
ま
っ
た
。
②
甲
は
丁
に
有
毒
の
液
体
を
有
毒

で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
渡
し
、
そ
れ
を
丙
に
吹
き
か
け
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
丁
は
甲
の
意
図
を
見
抜
き
、
言
う
こ
と
を
聞
く
振
り
を
し
て
、
瓶
を
警
察

に
引
き
渡
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
間
接
正
犯
の
形
態
の
未
遂
、
①
に
つ
い
て
は
殺
人
未
遂
、
②
に
つ
い
て
は
重
い
傷
害
未
遂
が
認
め
ら
れ
た
〕。
連
邦
通
常
裁
判
所

は
、
一
方
で
、「
所
為
被
害
者
の
生
命
と
健
康
へ
の
こ
の
種
の
直
接
的
侵
害
」、「
所
為
被
害
者
は
既
に
危
殆
化
さ
れ
て
い
た
し
、
損
害
が
直
接
繫
が
り
え
た
」

と
云
う
こ
と
で
共
通
説
に
触
れ
、
他
方
で
、
直
接
危
殆
化
の
時
点
を
事
象
が
行
為
者
の
支
配
領
域
か
ら
離
れ
た
と
き
に
求
め
る
、
す
な
わ
ち
、「
と
い
う
の
は
、

所
為
を
他
人
に
よ
っ
て
行
な
わ
せ
る
者
は
（
第
二
五
条
第
一
項
）
所
為
媒
介
者
を
所
為
実
行
へ
と
す
る
気
に
さ
せ
、
所
為
媒
介
者
が
構
成
要
件
該
当
行
為
を

こ
れ
か
ら
す
る
と
考
え
て
、
自
分
の
影
響
力
の
領
域
か
ら
所
為
媒
介
者
を
手
放
す
と
き
、
計
画
さ
れ
た
所
為
の
構
成
要
件
の
実
現
を
直
接
的
に
開
始
す
る（
第

二
二
条
）」
と
判
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
正
犯
者
の
表
象
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
実
質
的
に
修
正
影
響
力
行
使
説
を
採
用
し
た
。

V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 242.

B
G
H
 
N
S
tZ
 
1986,

547

〔
被
告
人
は
自
動
車
を
運
転
し
て
い
る
者
に
拳
銃
を
突
き
つ
け
て
、
そ
の
自
動
車
を
発
進
さ
せ
、
自
動
車
の
前
の
地
面
で
遮
蔽

し
よ
う
と
し
て
い
た
警
察
官
を
轢
か
せ
よ
う
と
し
た
。
運
転
者
は
エ
ン
ジ
ン
を
始
動
さ
せ
た
が
、
運
転
を
躊
躇
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
、
警
察
官
は
身
の

安
全
を
確
保
し
た
。
殺
人
未
遂
が
成
立
〕。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、「
決
定
に
重
要
な
こ
と
は
、
間
接
正
犯
者
が
自
分
の
表
象
よ
れ
ば
必
要
な
影
響
力
行
使
を

終
了
し
た
か
否
か
」
と
判
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
正
影
響
力
行
使
説
を
採
用
し
た
。V

g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 243.

B
G
H
 
40 257

「
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
自
分
の
表
象
に
よ
れ
ば
所
為
媒
介
者
へ
の
必
要
な
働
き
か
け
を
終
え
た
と
き
に
、
未
遂
の
開
始
の
認

め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
…
…
但
し
、
道
具
が
所
為
を
さ
ら
に
影
響
を
受
け
な
く
て
も
行
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
行
為
者
は
い
ま
や
事
象
の
進
行
に

委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

181
）

R
.
B
u
sch

,
L
eip
zig
er K

o
m
m
en
ta
r S

tG
B
,
9.
A
u
fl.,

1974,
43 R

n 33;
H
.
B
lei,

S
tra
frech

t I A
T
,
18.

A
u
fl.,

1983,
72 II 4;

W
elzel,

(F
n
.
89),

24 III 5.

R
G
S
t 66,

141

〔
行
為
者
は
住
宅
の
床
に
放
火
装
置
を
は
め
込
み
、
自
分
の
留
守
中
に
誰
か
が
階
段
の
間
の
電
燈
の
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
い
れ
た
ら
、
そ
れ

に
よ
っ
て
発
火
す
る
よ
う
に
し
た
。
行
為
者
は
誰
か
が
電
源
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
確
信
し
て
病
院
へ
向
か
っ
た
。
放
火
装
置
を
取
り
付
け
た
と
き
に
未
遂
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が
成
立
〕。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、「
と
い
う
の
は
、
単
に
道
具
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
人
の
力
が
続
い
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
結
果
的
に
は
自
然
の
力
の
作
用
と

か
そ
の
他
の
『
偶
然
の
出
来
事
』
と
同
じ
意
味
を
も
つ
」
と
判
示
し
て
、
区
別
説
に
共
感
を
示
す
。
但
し
、
実
行
行
為
の
開
始
を
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
に
依
拠

す
る
こ
と
で
、
区
別
説
が
共
通
説
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。R

oxin
,
(F
n
.
3),

29 R
n 236.

182
）

E
ser

,
(F
n
.
28),

22 R
n 54a

;
R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 258.;

H
illen

kam
p
,
(F
n
.
1),

22 R
n 155.

183
）

B
G
H
S
t 30 363;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 259.

184
）

H
illen

kam
p
,
(F
n
.
1),

22 R
n 155.

185
）

E
ser

,
(F
n
.
28),

22 R
n 54a

;
W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
28),

R
n 614 ff.

直
接
正
犯
と
間
接
正
犯
の
未
遂
時
期
を
同
一
の
規
準
で
判
断
す
る
説
に
修

正
介
在
行
為
説
と
呼
ば
れ
る
説
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
間
接
正
犯
者
が
、
自
分
の
所
為
に
関
す
る
考
え
で
は
所
為
媒
介
者
へ
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る

か
又
は
行
為
媒
介
者
が
間
接
正
犯
者
の
依
頼
通
り
に
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
を
前
進
さ
せ
、
こ
れ
が
さ
ら
な
る
介
在
行
為
を
要
す
る
こ
と
な

く
構
成
要
件
行
為
に
至
り
、
所
為
既
遂
の
危
険
を
惹
起
す
る
と
き
、
未
遂
が
成
立
す
る
。H

illen
kam

p
,
(F
n
.
1),

22 R
n 158 ff;

d
ers
.,
32 P

ro
b
lem

e
 

a
u
s d
em
 
S
tra
frech

t A
T
,
12.

A
u
fl.,

2006,
92 ff.

B
G
H
S
t 4,270

〔
被
告
人
は
財
産
に
関
す
る
和
議
手
続
の
開
始
後
、
在
庫
目
録
を
作
成
し
た
が
、
そ
れ
は
実
際
よ
り
も
大
き
く
見
せ
か
け
た
も
の
だ
っ
た
。

被
告
人
は
間
近
に
迫
っ
た
和
議
交
渉
に
お
い
て
そ
れ
を
示
し
て
、
債
権
者
と
の
和
議
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
、
あ
わ
せ
て
、
債
権
者
が
被
告
人
の
財
産
に
こ

れ
以
上
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。
被
告
人
は
、
虚
偽
の
目
録
を
債
権
者
集
会
で
読
ん
で
も
ら
う
べ
く
、
そ
れ
を
和
議
管
財
人
に
提
出

し
た
と
い
う
事
案
〕「
所
為
媒
介
者
を
利
用
す
る
場
合
の
未
遂
の
成
立
に
は
、
所
為
媒
介
者
が
常
に
自
ら
行
動
す
る
と
い
う
必
要
は
な
い
。
諸
事
例
は
未
遂
と

予
備
に
関
す
る
一
般
準
則
に
し
た
が
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
…
…
さ
ら
な
る
事
情
が
加
わ
っ
て
初
め
て
又
は
か
な
り
の
時
間
経
過
後
に
効
果
の
現
れ

る
こ
と
が
意
欲
さ
れ
て
い
た
と
き
、
事
情
の
知
ら
な
い
所
為
媒
介
者
へ
の
影
響
力
の
行
使
が
た
ん
な
る
予
備
行
為
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
益
が

既
に
直
接
的
に
危
殆
化
さ
れ
て
い
る
と
き
、
実
行
の
開
始
た
り
う
る
。
例
え
ば
、
被
告
人
が
虚
偽
の
目
録
を
、
和
議
管
財
人
が
間
近
に
迫
っ
て
い
た
読
み
上

げ
の
た
め
に
準
備
し
て
い
た
書
類
に
差
し
込
ん
だ
と
き
、
被
告
人
に
よ
る
欺

行
為
の
開
始
が
既
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
虚
偽
の
書

類
を
和
議
管
財
人
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
に
す
ぎ
ず
、
近
い
将
来
そ
の
利
用
が
あ
る
の
か
否
か
の
見
極
め
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
れ
は
予
備
行
為
で
あ

る
。
危
殆
化
は
な
る
ほ
ど
前
者
の
事
例
で
は
認
め
ら
れ
る
が
、
後
者
の
事
例
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
後
者
の
場
合
、
和
議
管
財
人
が
虚
偽
の
申
告
を
検
証
す

る
、
発
見
す
る
、
あ
る
い
は
、
お
よ
そ
利
用
し
な
い
と
い
っ
た
多
く
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
」。

186
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 261.

187
）

牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
上
巻
』﹇
全
訂
版
﹈
一
九
五
八
年
・
三
六
四
頁
、
木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』﹇
増
補
版
﹈
一
九
七
八
年
・
三
四
九
頁
。
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188
）

團
藤
（
注
112
）
三
五
五
頁
注
五
。
参
照
、
植
松
（
注
114
）
三
二
〇
頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
五
年
・
二
九
六
頁
、
野
村
稔
『
刑

法
総
論
』﹇
補
訂
版
﹈
一
九
九
八
年
・
三
三
五
頁
。

189
）

大
塚
（
注
116
）
一
七
四
頁
。

190
）

大
塚
（
注
116
）
一
七
三
頁
。

191
）

福
田
平
『
刑
法
総
論
』﹇
全
訂
版
﹈
一
九
八
四
年
・
二
一
一
頁
。

192
）

井
田
（
注
60
）
四
〇
五
頁
。

193
）

内
藤
（
注
60
）
一
二
三
八
頁
。
同
旨
、
平
野
（
注
119
）
三
一
九
頁
。
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
要
論
総
則
』﹇
訂
正
三
版
﹈
一
九
一
五
年
・
三
九
六
頁
、
竹
田
直

平
「
間
接
正
犯
」
立
命
館
学
叢
五
巻
二
号
（
昭
和
九
年
）
一
〇
六
頁
。

194
）

中
山
（
注
122
）
四
一
七
頁
。

195
）

大
谷
（
注
117
）
二
〇
六
頁
、
川
端
（
注
127
）
四
六
五
頁
。

196
）

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
七
五
年
・
二
七
九
頁
。

197
）

西
原
（
注
125
）
三
一
七
頁
。

198
）

H
erzberg

,
(F
n
.
178.

D
er A

n
fa
n
g
),
4.

199
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

22 rn 20a
;
R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 244,

246.

200
）

大
塚
（
注
116
）
二
五
五
頁
、
植
松
（
注
114
）
三
一
八
頁
。
大
判
昭
和
四
・
五
・
一
六
刑
集
八
・
二
五
一
「
財
物
強
取
ノ
手
段
ト
シ
テ
人
ヲ
殺
害
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
刑
法
第
二
百
四
十
条
後
段
ノ
犯
罪
成
立
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
財
物
ヲ
得
タ
リ
ヤ
否
ヤ
ハ
其
ノ
犯
罪
ノ
構
成
ニ
関
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
蓋
シ
同
条
後
段
は
強
盗

ノ
要
件
タ
ル
暴
行
脅
迫
を
加
フ
ル
ニ
因
リ
相
手
方
ノ
生
命
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
カ
故
ニ
強
盗
故
意
ニ
又
ハ
故
意
ナ
ク
シ
テ
人
ヲ
死
ニ
致
ス
場
合
ヲ
予
想

シ
之
カ
処
罰
規
定
ヲ
設
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
同
条
後
段
ノ
罪
ノ
未
遂
タ
ル
場
合
ハ
強
盗
故
意
ニ
人
ヲ
死
ニ
致
サ
ン
ト
シ
テ
遂
ケ
サ
ル
ト
キ
ニ
於
テ
之
ヲ
認
ム

ル
ヲ
得
ヘ
ク
財
物
ヲ
得
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
同
条
ノ
構
成
要
件
ニ
属
セ
サ
ル
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」。

201
）

木
村
（
注
187
）
三
七
二
頁
。
参
照
、
平
野
龍
一
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）』
一
九
八
一
年
・
一
一
八
頁
。

202
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 332 ff.;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

18 R
n 7.;

M
.
B
u
rgstaller

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2001,
7 R

n 31;
T
riffterer

,
(F
n
.
70),

15.
K
a
p R

n 92;
F
u
ch
s
,
(F
n
.
45),

28.
K
a
p R

n 27;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
44),

Z 27 R
n 35

（
甲

が
強
姦
の
目
的
で
自
転
車
に
乗
っ
て
走
行
し
て
い
た
乙
を
突
き
飛
ば
し
、
藪
の
中
に
引
き
ず
り
入
れ
よ
う
と
し
て
、
実
際
に
乙
を
突
き
飛
ば
し
た
と
こ
ろ
、

乙
は
転
倒
し
て
不
運
に
も
そ
の
場
で
即
死
し
た
と
い
う
場
合
、
強
姦
致
死
の
未
遂
が
成
立
）。
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こ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
強
盗
致
死
の
未
遂
の
存
在
を
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
条
（
未
遂
罪
）
が
「
所
為
」
に

つ
い
て
の
行
為
者
の
「
表
象
」
に
基
づ
く
と
定
め
る
と
こ
ろ
、
結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て
は
行
為
者
は
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
故
意
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。B

.
H
ard

tu
n
g
,
V
ersu

ch u
n
d R

u
ck
tritt b

ei d
en T

eilv
o
rsa

tzd
elik

ten d
es

11 A
b
s.
2 S

tG
B
,
2002,

198 ff.,
242,

263;
d
ers
.,

M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r S
tra
fg
esetzb

u
ch B

d
.
1,
2003,

18 R
n 74.

こ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
未
遂
で
あ
っ
て
も
所
為
全
体
に
つ
い
て

の
故
意
を
要
求
す
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
刑
法
第
二
二
条
は
未
遂
の
定
義
で
は
な
く
、
予
備
と
未
遂
の
区
別
の
基
準
を
定
め
た
規

定
で
あ
り
、
又
、
同
条
の「
所
為
」と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
行
為
の
基
本
形
態
で
あ
る
既
遂
の
故
意
作
為
犯
を
意
味
す
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ
る
。K

u
h
l,

(F
n
.
74),

17a R
n 43.

ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
強
盗
罪
の
未
遂
し
か
認
め
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
重
い
結
果
の
発
生
の
故
に
基
本
犯
の
未
遂
は
加

重
処
罰
に
値
す
る
と
し
て
、
強
盗
致
死
罪
の
法
定
刑
を
適
用
し
、
し
か
も
、
未
遂
減
軽
が
可
能
と
す
る（
刑
罰
加
重
解
決
策
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
論
に

お
い
て
、
通
説
と
の
違
い
は
大
き
く
な
い
。

203
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

18 R
n 7.

204
）

参
照
、
平
野
（
注
200
）
一
二
一
頁
。

ド
イ
ツ
の
放
火
致
死
罪
（
第
三
〇
六
条
ｃ
、
改
正
前
第
三
〇
七
条
第
一
号
）
に
関
す
る
判
例
に
、R

G
S
t 20,230

（
放
火
致
死
罪
は
、「
人
の
死
が
、
行
為

者
に
よ
っ
て
放
火
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
起
爆
剤
（
ガ
ソ
リ
ン
）
の
爆
発
に
よ
る
建
物
崩
壊
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
き
」
に
は
、
適
用
で
き
な
い
。
放
火

の
未
遂
と
過
失
致
死
の
観
念
的
競
合
）。B

G
H
S
t 7,37

（
放
火
の
と
き
に
、
人
が
燃
焼
し
て
い
る
起
爆
剤
に
よ
っ
て
怪
我
を
し
て
死
亡
し
た
が
、
建
物
は
燃

焼
し
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
放
火
致
死
罪
が
適
用
さ
れ
る
）。
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン（

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 331,

337 ）

は
、
放
火
致
死
罪
に
お
い
て
は
、

建
物
内
に
い
る
人
に
と
っ
て
の
類
型
的
危
険
は
燃
焼
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用
は
燃
焼
に
よ
っ
て
人
の
死
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
限
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
後
者
の
判
例
を
批
判
す
る
。

205
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 319 ff.;

R
u
d
olph

i,
(F
.
28),

18 R
n 8.

206
）

木
村
（
注
187
）
三
七
二
頁
、
大
塚
（
注
116
）
二
五
五
頁
、
平
野
（
注
200
）
一
二
一
頁
。

な
お
、
強
盗
強
姦
致
死
罪
（
刑
法
第
二
四
一
条
）
に
つ
い
て
は
強
盗
強
姦
致
死
未
遂
罪
（
刑
法
第
二
四
三
条
）
の
規
定
が
あ
る
。
判
例
は
、
強
盗
犯
人
が

殺
意
を
も
っ
て
女
子
を
強
姦
し
殺
害
し
た
場
合
、
強
盗
強
姦
罪
（
刑
法
第
二
四
一
条
前
段
）
と
強
盗
殺
人
罪
（
刑
法
第
二
四
〇
条
後
段
）
の
観
念
的
競
合
を

認
め
る
（
大
判
大
正
一
三
・
四
・
七
刑
集
三
・
三
二
九
、
大
判
昭
和
一
〇
・
五
・
一
三
刑
集
一
四
・
五
一
四
）。
そ
う
す
る
と
、
死
の
結
果
に
つ
い
て
の
強
盗

強
姦
致
死
未
遂
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
強
姦
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
場
合
に
強
盗
強
姦
致
死
の
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
参
照
、

平
野
（
注
200
）
一
二
一
頁
。
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207
）

平
野
（
注
200
）
一
二
二
頁
。

208
）

R
.
M
oos

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2002,
75 R

n 15;
d
ers
.,
S
o
zia
la
d
a
q
a
n
z u
n
d o

b
jek

tiv
e Z

u
rech

n
u
n
g

 
b
ei T

a
tb
eitra

g
en im

 
F
in
a
n
zstra

frech
t,
in
:
R
.
L
eitn

er
(H
rsg

.),
A
k
tu
elles zu

m
 
F
in
a
n
zstra

frech
t,
1996,

85 ff.,
91,

96.

209
）

E
.
S
tein

in
ger

,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2001,

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 57.

210
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
209),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 69,

72 -73.

211
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 17;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
209),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 70.

212
）

B
G
H
S
t 23,

228
「
社
会
的
行
為
自
由
の
領
域
内
に
あ
る
行
為
」。

213
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 16;

d
ers
.,
(F
n
.
208.

S
o
zia
la
d
a
q
u
a
n
z),

95,
99;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
209),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 75,

77,
81.

214
）

伝
統
的
見
解
で
は
、
因
果
関
係
の
錯
誤
と
呼
ば
れ
る
事
例
に
お
い
て
、
行
為
者
の
表
象
と
現
実
の
因
果
関
係
の
推
移
が
ず
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
ず
れ

の
程
度
を
相
当
性
を
規
準
に
判
断
す
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
実
際
に
は
意
欲
さ
れ
て
い
な
い
因
果
関
係
の
逸
脱
を
故
意
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
因
果
関
係
の
錯
誤
は
錯
誤
の
問
題
で
は
な
く
、
客
観
的
帰
属
の
問
題
な
の
で
あ
る
。M

oos
,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n
 
19;

K
ien
apfel /H

oofel,

(F
n
.
44),

Z 22 R
n 4.

215
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 19.;

d
ers
.,
D
ie Irrtu

m
sp
ro
b
lem

a
tik im

 
F
in
a
n
zstra

frech
t,
in
:
R
.
L
eitn

er
(H
rsg

.),
A
k
tu
elles zu

m
 

F
in
a
n
zstra

frech
t,
1998,

101 ff.,
121;

E
.
S
tein

in
ger

,
S
tra
frech

t A
T
,
2008,

9.
K
a
p R

n 20.

216
）

R
.
M
au
rach

,
H
.
Z
ipf

,
S
tra
frech

t A
T
,
T
b 1,

6.
A
u
fl.,

1983,
23 R

n 35;
F
u
ch
s,
(F
n
.
45),

A
T
 
2,
117 f.

217
）

F
.
N
ow
akow

ski,
D
a
s o
sterreich

sch
e S

tra
frech

t in sein
en G

ru
n
d
zu
g
en
,
1955,

75.

218
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 19;

d
ers
.,
(F
n
.
215),

122;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
215),

8.
K
a
p R

n 68,
K
a
p 9 R

n 20.

吉
田
敏
雄
『
刑
法
理
論

の
基
礎
』﹇
第
２
版
﹈
二
〇
一
〇
年
・
一
一
九
頁
以
下
。

219
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 18;

d
ers
.,
(F
n
.
215),

120.

220
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 18;

d
ers
.,
(F
n
.
129),

49.

吉
田
（
注
218
）
一
二
五
頁
以
下
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
具
体
化
説
に
対
し
て
、
故
意
に
は
「
人
」
と
い
う
類
概
念
の
法
益
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
、
し
た
が
っ
て
、
標
的
と
し
た
人
と
実
際
に
結

果
の
発
生
し
た
人
と
は
同
価
値
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
意
思
と
仕
業
が
形
式
的
に
一
致
し
て
い
る
と
き
（
あ
る
人
が
殺
さ
れ
る
。
行
為
者
は
あ
る
人
を

殺
し
た
い
。）
殺
人
既
遂
を
認
め
る
一
般
化
説
が
主
張
さ
れ
る
。R

ittler
,
(F
n
.
42),

205.

一
般
化
説
の
基
礎
に
は
、
標
的
と
は
異
な
っ
た
人
を
撃
っ
た
と

き
、
故
意
は
現
実
に
弾
丸
の
当
た
っ
た
人
に
及
ぶ
、
な
ぜ
な
ら
、
方
法
の
錯
誤
は
生
活
経
験
の
内
部
に
と
ど
ま
る
か
ら
だ
と
の
思
考
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
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故
意
が
過
失
の
要
素
の
分
だ
け
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。M

oos
,
(F
n
.
129),

49.

な
お
、
生
命
、
身
体
、
自
己
決
定
と
い
っ
た
一
身
専
属
的
法
益
に
関
す
る
行
為
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
未
遂
と
過
失
の
負
責
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
の
物
的
法
益
に
関
す
る
行
為
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
既
遂
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る（
区
別
説
）。
後
者
で
は
、
行
為
者
が
結
局
の
と
こ
ろ
何
ら
か

の
同
価
値
の
客
体
に
意
欲
し
た
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
特
定
の
商
店
の
飾
り
窓
を
壊
そ
う
と
し
て
石
を
投
げ
つ
け

た
と
こ
ろ
、
隣
の
商
店
の
飾
り
窓
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
行
為
者
は
、
物
の
損
壊
罪
（
既
遂
）
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。T

h
.
H
illen

kam
p
,
D
ie

 
B
ed
eu
tu
n
g v

o
n V

o
rsa

tzk
o
n
k
retisieru

n
g
en b

ei a
b
w
eich

en
d
em
 
T
a
tv
erla

u
f,
1971,

112,
116,

125;
M
oos

,
(F
n
.
129),

48 f.;
S
tein

in
ger

,

(F
n
.
215),

8.
K
a
p R

n 71 -72,
9.
K
a
p R

n 21.

221
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 18;

d
ers
.,
(F
n
.
215),

119;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
215),

8 K
a
p R

n 61;
M
oos

,
(F
n
.
129),

48,
50.

行
為
者
は
犯

行
後
、
因
果
関
係
の
錯
誤
で
は
「
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
言
い
、
方
法
の
錯
誤
で
は
「
こ
い
つ
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ

」
と
言
い
、
客
体
の
錯
誤
で

は
「
こ
い
つ
だ
っ
た
の
か
？
」
と
自
問
す
る
。
吉
田
（
注
218
）
一
一
一
頁
以
下
。

222
）

M
.
B
u
rstaller

,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
3.
L
fg
,

6 R
n 82.

223
）

M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 18.

224
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
209),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 89;

d
ers
.,
(F
n
.
215),

K
a
p 9 R

n 21;
M
oos

,
(F
n
.
208.

W
K
),

75 R
n 18.

225
）

V
g
l.
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
44),

Z 22 R
n 14.
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